
潟上市過疎地域定住・移住推進助成金交付要綱

令和５年４月１日

告示第 86 号

改正 令和７年４月１日告示第 102 号

（目的）

第１条 この告示は、潟上市内の過疎地域への移住者に対して、助成を行うことに

より、移住者の生活の早期安定を図るとともに、市内過疎地域への定住・移住を

促進し、地域活性化及び担い手確保による過疎地域の持続的発展に資することを

目的とする。

（定義）

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。

(１) 移住者 市外から市内へ転入した者をいう。

(２) 過疎地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法

律第 19 号）に基づき過疎地域とみなされる区域（昭和地域（旧昭和町）及び

飯田川地域（旧飯田川町））をいう。

（助成対象者）

第３条 助成の対象となる者は、過疎地域に転入した日から２年以上継続して過疎

地域に居住する意思がある移住者であって、次の各号の要件のいずれかを満たす

ものとする。

(１) 潟上市移住者支援補助金の交付決定を受けた者

(２) はじめての潟上暮らし応援助成金の交付決定を受けた者

(３) 本人若しくは配偶者のいずれか又はその両方が移住者であり、潟上市結婚

新生活支援事業補助金の交付決定を受けた者

（助成金の額及び回数制限）

第４条 助成金の額は、助成対象者１人につき 10 万円とし、助成回数は１回とする。

（交付申請）

第５条 助成金の交付を受けようとする者は、潟上市過疎地域定住・移住推進助成

金申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて、第３条各号のいずれかの

交付決定を受けた日から１年以内に市長に申請するものとする。



(１) 第３条各号のいずれかの交付決定通知書の写し

(２) 世帯全員の記載のある住民票（発行の日から１箇月以内のものに限る。）

（交付の決定）

第６条 市長は、前条に基づく申請があったときは、速やかにこれを審査し、助成

金の交付決定を行い、その決定の内容を潟上市過疎地域定住・移住推進助成金交

付決定通知書（様式第２号）により、申請者へ通知するものとする。

（助成金の請求及び交付）

第７条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者は、速やかに潟上市過疎地

域定住・移住推進助成金請求書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。

２ 市長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに助成金を交付

するものとする。

（交付決定の取消し）

第８条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、

助成金の交付決定を取り消すことができる。ただし、第３号に該当する場合であ

って、災害、病気等やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りで

ない。

(１) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(２) 第３条各号のいずれかの交付決定を取り消されたとき、又は返還請求を受

けたとき。

(３) 過疎地域に転入した日から２年を経過した日前に過疎地域外の地域に居を

移したとき。

（助成金の返還）

第９条 前条の規定により市長が助成金の交付決定を取り消した場合において、助

成金が既に交付されているときは、助成金の交付を受けた者は、速やかに当該助

成金を返還しなければならない。

（その他）

第 10 条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付等に関し必要な事項について

は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、令和５年４月１日から施行する。

附 則（令和７年４月１日告示第 102 号）

この告示は、公布の日から施行する。


